
〇泉佐野市田尻町清掃施設組合議会定例会の回数を定める条例 

昭和 40年 7月 26日 

泉佐野市田尻町清掃施設組合条例第 2号 

組合議会の定例会の回数は、年 2回とする。 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 27日泉佐野市田尻町清掃施設組合条例第 5号) 

この条例は、令和 7年 4 月 1日から施行する。 


